
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
五
条
）

第
二
章

輸
入
植
物
等
の
検
査
（
第
三
条

第
二
十
二
条
の
四
）

第
二
章

輸
入
植
物
の
検
査
（
第
五
条
の
二

第
二
十
二
条
）

第
三
章

輸
出
植
物
等
の
検
査
（
第
二
十
三
条

第
三
十
一
条
の
十
二
）

第
三
章

輸
出
植
物
の
検
査
（
第
二
十
三
条

第
三
十
一
条
）

第
四
章

指
定
種
苗
の
検
査
（
第
三
十
二
条

第
三
十
五
条
）

第
四
章

指
定
種
苗
の
検
査
（
第
三
十
二
条

第
三
十
五
条
）

第
四
章
の
二

植
物
等
の
移
動
の
制
限
及
び
禁
止
（
第
三
十
五
条
の
二

第
三
十
五
条
の
十
一
）

第
四
章
の
二

植
物
等
の
移
動
の
制
限
及
び
禁
止
（
第
三
十
五
条
の
二

第
三
十
五
条
の
十
）

第
五
章

緊
急
防
除
（
第
三
十
六
条

第
三
十
九
条
）

第
五
章

緊
急
防
除
（
第
三
十
六
条

第
三
十
九
条
）

第
六
章

指
定
有
害
動
植
物
の
防
除

第
六
章

指
定
有
害
動
植
物
の
防
除

第
一
節

総
合
防
除
（
第
四
十
条

第
四
十
条
の
四
）

第
一
節

指
定
有
害
動
植
物
（
第
四
十
条
）

第
二
節

薬
剤
の
譲
与
（
第
四
十
一
条

第
四
十
六
条
）

第
二
節

薬
剤
の
譲
与
（
第
四
十
一
条

第
四
十
六
条
）

第
三
節

防
除
用
器
具
の
無
償
貸
付
（
第
四
十
七
条

第
五
十
八
条
）

第
三
節

防
除
用
器
具
の
無
償
貸
付
（
第
四
十
七
条

第
五
十
八
条
）

第
七
章

都
道
府
県
の
防
疫
（
第
五
十
九
条

第
六
十
条
）

第
七
章

都
道
府
県
の
防
疫
（
第
五
十
九
条

第
六
十
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

附
則

附
則

（
指
定
物
品
）

（
公
聴
会
）

第
一
条

植
物
防
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
農
機
具

と
す
る
。

第
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
植
物
防
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
二
第
二
項（
法
第
六
条
第
六
項
、

法
第
七
条
第
四
項
、
法
第
十
一
条
第
二
項
、
法
第
十
三
条
第
七
項
、
法
第
十
五
条
第
二
項
、
法
第
十
六
条
の
二

第
二
項
又
は
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
こ
う

と
す
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
十
日
前
ま
で
に
、
場
所
及
び
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項
を
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。）

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
述
人
」
と
い
う
。）は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の

述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
文
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。）

第
二
条

削
除

（
議
長
）

（
削
る
。）

第
三
条

公
聴
会
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
名
す
る
者
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
五
号

植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
三
項
（
同
法
第
九
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
三
第
五
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎





（
議
長
の
職
務
等
）

（
削
る
。）

第
四
条

議
長
は
、
公
述
人
が
多
い
と
き
は
、
各
種
の
意
見
を
代
表
す
る
者
に
発
言
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
長
は
、
農
林
水
産
省
の
官
吏
の
う
ち
か
ら
説
明
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

議
長
は
、
公
述
人
又
は
説
明
者
の
発
言
時
間
の
範
囲
を
制
限
し
、
又
は
そ
の
発
言
が
当
該
事
項
の
範
囲
を
こ

え
た
者
の
発
言
を
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
延
期
し
、
又
は
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
次
回
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
て
出
席
者
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
植
物
防
疫
官
及
び
植
物
防
疫
員
の
証
票
）

（
植
物
防
疫
官
及
び
植
物
防
疫
員
の
証
票
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
通
り
と
す
る
。

第
二
章

輸
入
植
物
等
の
検
査

第
二
章

輸
入
植
物
の
検
査

（
検
疫
有
害
動
植
物
）

（
検
疫
有
害
動
植
物
）

第
三
条

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

（
検
査
証
明
書
の
添
付
を
要
し
な
い
植
物
）

（
検
査
証
明
書
の
添
付
を
要
し
な
い
植
物
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条
の
三

（
略
）

（
検
疫
指
定
物
品
）

第
五
条

法
第
六
条
第
一
項
の
検
疫
有
害
動
植
物
が
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
指
定
物
品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
（
中
古
の
も
の
に
限
る
。）。

（
新
設
）

一

農
業
、
園
芸
又
は
林
業
の
用
に
供
す
る
機
械
（
整
地
又
は
耕
作
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。）

二

農
業
の
用
に
供
す
る
草
刈
機
、
乾
草
製
造
機
、
わ
ら
用
若
し
く
は
牧
草
用
の
ベ
ー
ラ
ー
、
収
穫
機
又
は
脱

穀
機

三

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー

（
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
査
を
要
す
る
植
物
等
）

（
栽
培
地
検
査
を
要
す
る
植
物
等
）

第
五
条
の
二

法
第
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
地
域
、
植
物
又
は
検
疫
指
定
物
品
及
び
基
準
は
、

別
表
一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
の
四

法
第
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
地
域
、
植
物
及
び
検
疫
有
害
動
植
物
は
、
別
表
一

の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
植
物
は
、
栽
培
の
過
程
で
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
地
域
に
お

い
て
栽
培
さ
れ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
植
物
は
、
同
項
の
地
域
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
入
場
所
の
指
定
）

（
輸
入
場
所
の
指
定
）

第
六
条

法
第
六
条
第
三
項
の
港
及
び
飛
行
場
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
港
並
び
に
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

飛
行
場
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
植
物
又
は
検
疫
指
定
物
品
を
携
帯
し
て

輸
入
す
る
場
合
に
限
る
。

第
六
条

法
第
六
条
第
三
項
の
港
及
び
飛
行
場
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
港
並
び
に
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

飛
行
場
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
植
物
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
場
合
に
限

る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
別
の
用
）

（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
別
の
用
）

第
六
条
の
二

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
特
別
の
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条
の
二

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
特
別
の
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

法
第
四
条
第
一
項
、
法
第
八
条
及
び
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
使
用
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五

法
第
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
使
用
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

六

法
第
十
六
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

（
輸
入
禁
止
品
の
輸
入
許
可
の
申
請
等
）

（
輸
入
禁
止
品
の
輸
入
許
可
）

第
七
条

法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
の
申
請
は
、
当
該
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物

防
疫
所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

法
第
七
条
第
一
項
但
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫

所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
対

し
、
輸
入
許
可
証
票
（
第
三
号
様
式
）
及
び
輸
入
禁
止
品
輸
入
許
可
指
令
書
（
第
三
号
の
二
様
式
）
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、

許
可
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
第
三
号
様
式
）
を
一
梱
当
り
二
通
ず
つ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



３

前
項
の
輸
入
許
可
証
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
発
送
人
に
送
付
し
、
当
該
輸
入
禁
止
品
の
各
こ
ん

包
に
添
付
し
て
発
送
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
発
送
人
に
送
付
し
、
当
該
輸
入
禁
止
品
に
添
付
し
て
発
送
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
命
じ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
輸
入
禁
止
品
廃
棄
等
命
令
書
（
第
三
号
の
三
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
輸
入
禁
止
品
の
輸
入
後
の
管
理
施
設
の
基
準
）

第
七
条
の
二

法
第
七
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

（
新
設
）

一

天
井
、
壁
及
び
床
が
、
輸
入
禁
止
品
が
分
散
し
な
い
構
造
で
あ
っ
て
、
振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外

部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損
壊
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

輸
入
禁
止
品
の
種
類
に
応
じ
て
出
入
口
及
び
開
口
部
に
必
要
な
分
散
防
止
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ
等
の
殺
虫
・
殺
菌
設
備
そ
の
他
輸
入
禁
止
品
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

そ
の
他
輸
入
禁
止
品
の
種
類
に
応
じ
て
当
該
輸
入
禁
止
品
の
分
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
、
設

備
及
び
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

輸
入
禁
止
品
を
安
全
か
つ
適
切
に
管
理
で
き
る
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
責
任
者
を
配
置
し
て
い
る
こ

と
。

（
輸
入
禁
止
品
の
輸
入
許
可
の
条
件
）

第
八
条

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
付
す
る
条
件
は
、
通
常
次
の
事
項
と
す
る
。

第
八
条

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
付
す
る
条
件
は
、
通
常
次
の
事
項
と
す
る
。

一

植
物
防
疫
所
気
付
と
し
て
輸
入
す
る
こ
と
及
び
そ
の
他
輸
送
又
は
荷
造
り
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

一

植
物
防
疫
所
気
付
と
し
て
輸
入
す
る
こ
と
及
び
そ
の
他
輸
送
又
は
荷
造
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

輸
入
し
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
の
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

輸
入
し
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
若
し
く
は
隔
離
の
場
所
及
び
期
間
又
は
管
理
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

四

輸
入
し
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
の
責
任
者
に
関
す
る
こ
と
。

四

輸
入
し
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
又
は
隔
離
の
責
任
者
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

管
理
中
の
当
該
植
物
に
検
疫
有
害
動
植
物
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
通
知
及
び
そ
の
措
置
方
法
に
関
す

る
こ
と
。

六

隔
離
し
た
当
該
植
物
に
検
疫
有
害
動
植
物
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
通
知
及
び
そ
の
措
置
方
法
に
関
す

る
こ
と
。

（
削
る
。）

七

前
各
号
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
当
該
輸
入
禁
止
品
及
び
そ
の
生
産

物
の
廃
棄
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
の
理
由
が
正
当
で
あ
り
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。
変
更
し
た
と
き
は
、
植
物
防
疫
所
を
通
じ
て
そ
の
旨

を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
但
書
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
請
の
理
由
が
正
当
で
あ
り
、
且
つ
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
附
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。
変
更
し
た
と
き
は
、
植
物
防
疫
所
を
通
じ
て
そ
の
旨
を

当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
入
検
査
の
申
請
）

（
輸
入
検
査
の
申
請
）

第
十
条

植
物
、
検
疫
指
定
物
品
又
は
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
場
合
を
除
き
、
そ
の
植
物
、
検
疫
指
定
物
品
又
は
輸
入
禁
止
品
を
積
載
し
た
船
舶
（
航
空
機
）
の
入
港
（
着

陸
）
後
、
遅
滞
な
く
、
植
物
防
疫
官
に
検
査
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

植
物
又
は
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
但
書
の
場
合
を
除
き
、
そ
の

植
物
又
は
輸
入
禁
止
品
を
積
載
し
た
船
舶
（
航
空
機
）
の
入
港
（
着
陸
）
後
、
遅
滞
な
く
、
植
物
防
疫
官
に
検

査
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
品
の
運
搬
等
）

（
検
査
品
の
運
搬
等
）

第
十
二
条

植
物
、
検
疫
指
定
物
品
又
は
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
た
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
検
査
を
受
け
る
と
き
は
、
植
物
防
疫
官
の
指
示
に
従
つ
て
当
該
植
物
、
検
疫
指
定
物
品
又
は
輸
入
禁

止
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
つ
き
運
搬
、
荷
解
き
、
荷
造
り
そ
の
他
の
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

植
物
又
は
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
た
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を

受
け
る
と
き
は
、
植
物
防
疫
官
の
指
示
に
従
つ
て
当
該
植
物
又
は
輸
入
禁
止
品
及
び
そ
の
容
器
包
装
に
つ
き
運

搬
、
荷
解
、
荷
造
そ
の
他
の
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
を
行
う
場
所
）

（
処
分
を
行
う
場
所
）

第
十
三
条

法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
伴
う
措
置
の
実

施
は
、
当
該
植
物
又
は
検
疫
指
定
物
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
検
査
し
た
場
所
又
は
植
物
防
疫
所
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
量
の
貨
物
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
こ
れ
ら
の
場
所
で

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
植
物
防
疫
所
そ
の
他
適
当
な
消
毒
施
設
又
は
焼
却
施
設
の
あ
る
場
所
へ

運
搬
さ
せ
て
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
三
条

法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
伴
う
措
置
の
実

施
は
、
当
該
植
物
又
は
容
器
包
装
を
検
査
し
た
場
所
又
は
植
物
防
疫
所
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。但
し
、

大
量
の
貨
物
で
あ
つ
て
こ
れ
ら
の
場
所
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
植
物
防
疫
所
そ
の
他
適
当
な

消
毒
施
設
又
は
焼
却
施
設
の
あ
る
場
所
へ
運
搬
さ
せ
て
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
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第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
植
物
防
疫
官
は
、
隔
離
栽
培
を
実
施
し
た
当
該
種
苗
が
法
第
九
条
第
五
項
の
検
査
に
合
格
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
輸
入
し
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
植
物
防
疫
官
は
、
隔
離
栽
培
を
実
施
し
た
当
該
種
苗
が
法
第
九
条
第
四
項
の
検
査
に
合
格
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
輸
入
し
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
交
付
）

（
証
明
書
の
交
付
）

第
十
九
条

法
第
九
条
第
五
項
の
証
明
は
、
別
記
第
七
号
様
式
の
証
印
、
証
票
又
は
証
明
書
と
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
検
疫
有
害
動
植
物
の
み
が
い
る
植
物
及
び
そ

の
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
輸
入
認
可
証
（
第
八
号
様
式
）
を
押
印
し
、
若
し
く
は
添
付
し
、
又
は
そ
の
所
有

者
若
し
く
は
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

法
第
九
条
第
四
項
の
証
明
は
、
別
記
第
七
号
様
式
の
証
印
、
証
票
又
は
証
明
書
と
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
検
疫
有
害
動
植
物
の
み
が
い
る
植
物
及
び
そ

の
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
輸
入
認
可
証
（
第
八
号
様
式
）
を
押
印
し
、
若
し
く
は
添
付
し
、
又
は
そ
の
所
有

者
若
し
く
は
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
輸
入
禁
止
品
で
あ
つ
て
同
条
第
五
項
の
条
件
に
違
反
し
な
い

も
の
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
隔
離
栽
培
の
た
め
に
送
付
す
る
種
苗
に
つ
い
て
は
、
輸
入
認
可
証
（
第
八

号
様
式
）
を
押
印
し
、
添
付
し
、
又
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
輸
入
禁
止
品
で
あ
つ
て
同
条
第
三
項
の
条
件
に
違
反
し
な
い

も
の
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
隔
離
栽
培
の
た
め
に
送
付
す
る
種
苗
に
つ
い
て
は
、
輸
入
認
可
証
（
第
八

号
様
式
）
を
押
印
し
、
添
付
し
、
又
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
場
所
に
輸
送
さ
れ
る
植
物
、
検
疫
指
定
物
品
又
は

輸
入
禁
止
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
輸
送
認
可
証
（
第
八
号
の
二
様
式
）
を
押
印
し
、
添
付

し
、
又
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
処
分
後
の
通
知
）

（
処
分
後
の
通
知
）

第
二
十
一
条

植
物
防
疫
官
は
、
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
植
物
、
検
疫
指
定
物
品

又
は
輸
入
禁
止
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
廃
棄
し
た
と
き
又
は
消
毒
し
た
た
め
著
し
く
毀
損
し
た
と
き

は
、
こ
れ
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
（
郵
便
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
宛
人
）
に
対
し
て
そ
の
旨
を

通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
者
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
証
明
書
（
第
九
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
十
一
条

植
物
防
疫
官
は
、
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
植
物
又
は
輸
入
禁
止
品

及
び
容
器
包
装
を
廃
棄
し
た
と
き
又
は
消
毒
し
た
た
め
著
し
く
毀
損
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
所
有
し
、
又
は
管

理
す
る
者
（
郵
便
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
宛
人
）
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
、
且
つ
、
こ
れ
ら
の
者

の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
証
明
書
（
第
九
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廃
棄
又
は
消
毒
命
令
書
）

（
廃
棄
又
は
消
毒
命
令
書
）

第
二
十
二
条

植
物
防
疫
官
は
、
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
毒
又
は
廃
棄
を
命
じ
た
場
合

に
お
い
て
当
該
義
務
者
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
廃
棄
又
は
消
毒
命
令
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
又
は
消
毒
を
命
じ
た
場
合
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

第
二
十
二
条

植
物
防
疫
官
は
、
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
毒
又
は
廃
棄
を
命
じ
た
場
合

に
お
い
て
当
該
義
務
者
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
廃
棄
又
は
消
毒
命
令
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
毒
を
命
じ
た
場
合
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
輸
入
禁
止
品
の
利
用
許
可
の
申
請
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
の
申
請
は
、
当
該
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
書
（
第
十
一
号

の
二
様
式
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、当
該
申
請
者
に
対
し
、

輸
入
禁
止
品
利
用
許
可
指
令
書
（
第
十
一
号
の
三
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
輸
入
禁
止
品
の
利
用
時
の
管
理
施
設
の
基
準
）

第
二
十
二
条
の
三

法
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
輸
入
禁
止
品
の
利
用
許
可
の
条
件
）

第
二
十
二
条
の
四

法
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
付

す
る
条
件
は
、
通
常
次
の
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

譲
り
渡
さ
れ
た
輸
入
禁
止
品
の
輸
送
又
は
荷
造
り
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二

譲
り
渡
さ
れ
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
の
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

譲
り
渡
さ
れ
た
輸
入
禁
止
品
の
管
理
の
責
任
者
に
関
す
る
こ
と
。

四

当
該
輸
入
禁
止
品
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
の
制
限
又
は
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

五

管
理
中
の
当
該
植
物
に
検
疫
有
害
動
植
物
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
通
知
及
び
そ
の
措
置
方
法
に
関
す

る
こ
と
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
の
理
由
が
正
当
で
あ
り
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
九
条
第
六
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

変
更
し
た
と
き
は
、
植
物
防
疫
所
を
通
じ
て
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
制
限
地
域
及
び
移
動
制
限
植
物
等
）

（
移
動
制
限
地
域
及
び
移
動
制
限
植
物
）

第
三
十
五
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
地
域
及
び
植
物
又
は
指
定
物
品
を
別
表
三
及
び
別
表
四
の
と
お

り
定
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
地
域
及
び
植
物
を
別
表
三
及
び
別
表
四
の
と
お
り
定
め
る
。

（
移
動
制
限
植
物
等
の
移
動
制
限
の
例
外
）

（
移
動
制
限
植
物
等
の
移
動
制
限
の
例
外
）

第
三
十
五
条
の
三

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る

た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
第
二
十
二
号
の
二

様
式
）（
第
三
項
に
お
い
て
「
移
動
制
限
植
物
等
移
動
許
可
証
」
と
い
う
。）を
各
こ
ん
包
に
添
付
し
て
移
動
す
る

場
合
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る

た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
第
二
十
二
号
の
二

様
式
）（
第
三
項
に
お
い
て
「
移
動
制
限
植
物
等
移
動
許
可
証
」と
い
う
。）を
添
付
し
て
移
動
す
る
場
合
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
移
動
制
限
植
物

等
移
動
許
可
証
及
び
移
動
制
限
植
物
等
移
動
許
可
指
令
書
（
第
二
十
二
号
の
三
の
二
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
移
動
制
限
植
物

等
移
動
許
可
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
検
査
及
び
検
査
確
認
の
表
示
）

（
移
動
検
査
及
び
検
査
確
認
の
表
示
）

第
三
十
五
条
の
四

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
移
動
検
査
」
と
い
う
。）は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

第
三
十
五
条
の
四

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
移
動
検
査
」
と
い
う
。）は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

一

別
表
三
の
一
の
項
、
二
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
又
は
指

定
物
品
の
欄
に
掲
げ
る
植
物
又
は
指
定
物
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装

一

別
表
三
の
一
の
項
、
二
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
の
欄
に

掲
げ
る
植
物
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装

二

別
表
三
の
三
の
項
及
び
四
の
項
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
又
は
指
定
物
品
の
欄
に
掲
げ

る
植
物
又
は
指
定
物
品

二

別
表
三
の
三
の
項
及
び
四
の
項
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
の
欄
に
掲
げ
る
植
物

２

移
動
検
査
は
、
植
物
防
疫
所
又
は
植
物
防
疫
所
長
の
指
定
す
る
場
所
で
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
植
物
、
指
定

物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
の
所
在
地
で
移
動
検
査
を
受
け
た
い
旨
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
所
在
地
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

移
動
検
査
は
、
植
物
防
疫
所
又
は
植
物
防
疫
所
長
の
指
定
す
る
場
所
で
行
な
う
。
た
だ
し
、
当
該
植
物
又
は

そ
の
容
器
包
装
の
所
在
地
で
移
動
検
査
を
受
け
た
い
旨
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
所
在
地
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
植
物
、
指
定
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
つ
い
て
、
当
該
植
物
又
は
指
定
物
品

の
数
量
が
多
く
、
か
つ
、
不
合
格
品
の
補
充
の
便
宜
等
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
植
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
に
つ
い
て
、
当
該
植
物
の
数
量
が
多
く
、
か
つ
、
不
合
格

品
の
補
充
の
便
宜
等
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

移
動
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
植
物
、
指
定
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
移
動
し
よ
う
と

す
る
日
の
二
日
前
ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
移
動
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
）
に

植
物
防
疫
官
に
検
査
申
請
書
（
第
二
十
二
号
の
四
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

移
動
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
植
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
を
移
動
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
日
前

ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
移
動
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
）
に
植
物
防
疫
官
に
検

査
申
請
書
（
第
二
十
二
号
の
四
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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６

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
は
、

移
動
検
査
の
結
果
、
当
該
植
物
、
指
定
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
別
表
三
の
備
考
の
欄
に
掲
げ
る
有
害

動
物
又
は
有
害
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
と
認
め
た
場
合
に
、
当
該
植
物
、
指
定
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包

装
に
検
査
合
格
証
明
書
（
第
二
十
二
号
の
五
様
式
）
若
し
く
は
検
査
合
格
証
票
（
第
二
十
二
号
の
六
様
式
）
を

添
付
し
、
又
は
検
査
合
格
証
印
（
第
二
十
二
号
の
七
様
式
）
を
押
印
し
、
若
し
く
は
検
査
合
格
証
紙
（
第
二
十

二
号
の
八
様
式
）
を
貼
り
付
け
て
す
る
も
の
と
す
る
。

６

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
は
、

移
動
検
査
の
結
果
、
当
該
植
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
に
別
表
三
の
備
考
の
欄
に
掲
げ
る
有
害
動
物
又
は
有
害
植

物
が
付
着
し
て
い
な
い
と
認
め
た
場
合
に
、
当
該
植
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
に
検
査
合
格
証
明
書
（
第
二
十
二

号
の
五
様
式
）
若
し
く
は
検
査
合
格
証
票
（
第
二
十
二
号
の
六
様
式
）
を
添
付
し
、
又
は
検
査
合
格
証
印
（
第

二
十
二
号
の
七
様
式
）
を
押
印
し
、
若
し
く
は
検
査
合
格
証
紙
（
第
二
十
二
号
の
八
様
式
）
を
は
り
付
け
て
す

る
も
の
と
す
る
。

（
消
毒
の
確
認
及
び
確
認
の
表
示
）

（
消
毒
の
確
認
及
び
確
認
の
表
示
）

第
三
十
五
条
の
五

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
消
毒
の
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
毒
の
確
認
」
と
い

う
。）は
、
別
表
四
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
又
は
指
定
物
品
の
欄
に
掲
げ
る
植
物
又
は
指
定

物
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
つ
い
て
行
う
。

第
三
十
五
条
の
五

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
消
毒
の
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
毒
の
確
認
」
と
い

う
。）は
、
別
表
四
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
内
に
あ
る
植
物
の
欄
に
掲
げ
る
植
物
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装

に
つ
い
て
行
う
。

２

消
毒
の
確
認
は
、
植
物
防
疫
所
又
は
植
物
防
疫
所
長
の
指
定
す
る
場
所
で
行
う
。

２

消
毒
の
確
認
は
、
植
物
防
疫
所
又
は
植
物
防
疫
所
長
の
指
定
す
る
場
所
で
行
な
う
。

３

消
毒
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
消
毒
を
行
う
二
日
前
ま
で
に
植
物

防
疫
官
に
消
毒
確
認
申
請
書
（
第
二
十
二
号
の
九
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

消
毒
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
消
毒
を
行
な
う
二
日
前
ま
で
に
植

物
防
疫
官
に
消
毒
確
認
申
請
書
（
第
二
十
二
号
の
九
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
消
毒
し
た
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
は
、
消
毒
の
確
認
を
し
た
場
合
に
、
当
該

植
物
、
指
定
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
に
消
毒
確
認
証
明
書
（
第
二
十
二
号
の
十
様
式
）
若
し
く
は
消
毒

確
認
証
票
（
第
二
十
二
号
の
十
一
様
式
）
を
添
付
し
、
又
は
消
毒
確
認
証
印
（
第
二
十
二
号
の
十
二
様
式
）
を

押
印
し
、
若
し
く
は
消
毒
確
認
証
紙
（
第
二
十
二
号
の
十
三
様
式
）
を
貼
り
付
け
て
す
る
も
の
と
す
る
。

６

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
消
毒
し
た
と
認
め
る
旨
を
示
す
表
示
は
、
消
毒
の
確
認
を
し
た
場
合
に
、
当
該

植
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
に
消
毒
確
認
証
明
書
（
第
二
十
二
号
の
十
様
式
）
若
し
く
は
消
毒
確
認
証
票
（
第
二

十
二
号
の
十
一
様
式
）
を
添
付
し
、
又
は
消
毒
確
認
証
印
（
第
二
十
二
号
の
十
二
様
式
）
を
押
印
し
、
若
し
く

は
消
毒
確
認
証
紙
（
第
二
十
二
号
の
十
三
様
式
）
を
は
り
付
け
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
消
毒
の
基
準
）

（
消
毒
の
基
準
）

第
三
十
五
条
の
六

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
五
の
植
物
又
は
指
定

物
品
の
欄
に
掲
げ
る
植
物
又
は
指
定
物
品
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
消
毒
の
基
準
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

第
三
十
五
条
の
六

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
五
の
植
物
の
欄
に
掲

げ
る
植
物
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
消
毒
の
基
準
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
許
可
の
申
請
等
）

（
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
許
可
）

第
三
十
五
条
の
八

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
の
申
請
は
、
当
該

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
移
動
禁
止
植

物
等
移
動
許
可
申
請
書
（
第
二
十
二
号
の
十
四
様
式
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
八

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
移
動
禁
止
植
物
等
移
動
許
可
申
請
書
（
第
二
十
二
号

の
十
四
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可

を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
移
動
禁
止
植
物
等
移
動
許
可
証
（
第
二
十
二
号
の
十
五
様
式
）
及
び
移
動
禁
止
植
物

等
移
動
許
可
指
令
書
（
第
二
十
二
号
の
十
六
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可

を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
許
可
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
第
二
十
二
号
の
十
五
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

３

前
項
の
移
動
禁
止
植
物
等
移
動
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
当
該
許
可
を
受
け
た
移
動
禁
止
植

物
等
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
植
物
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
害
動
物
若
し
く
は
有
害
植
物
又

は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
い
う
。
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
各
こ
ん
包
に
添
付
し
て
移
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
廃
棄
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
移
動
禁
止
植
物
等
廃
棄
等
命
令
書
（
第
二

十
二
号
の
十
七
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
後
の
管
理
施
設
の
基
準
）

第
三
十
五
条
の
九

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
許
可
の
条
件
）

（
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
許
可
の
条
件
）

第
三
十
五
条
の
十

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
付
す
る
条
件
は
、
通
常
次
の
事
項
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
九

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
付
す

る
条
件
は
、
通
常
次
の
事
項
と
す
る
。

一

移
動
前
に
移
動
し
よ
う
と
す
る
移
動
禁
止
植
物
等
が
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け

て
い
る
も
の
で
あ
る
旨
の
植
物
防
疫
官
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

一

移
動
前
に
移
動
し
よ
う
と
す
る
移
動
禁
止
植
物
等
（
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
植
物
若
し
く

は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
害
動
物
若
し
く
は
有
害
植
物
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
旨
の
植
物

防
疫
官
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
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二

移
動
し
よ
う
と
す
る
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
又
は
荷
造
り
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二

移
動
し
よ
う
と
す
る
移
動
禁
止
植
物
等
の
移
動
又
は
荷
造
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

六

移
動
後
の
移
動
禁
止
植
物
等
の
管
理
中
に
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い

別
表
七
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
の
欄
に
掲
げ
る
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

通
知
そ
の
他
措
置
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
当
該
移
動
禁
止
植
物
等
及
び
そ
の

生
産
物
の
廃
棄
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廃
棄
命
令
書
及
び
処
分
証
明
書
）

（
廃
棄
命
令
書
及
び
処
分
証
明
書
）

第
三
十
五
条
の
十
一

法
第
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
植
物
防
疫
官
が
植
物
、
指
定
物
品
、
有
害
動
物
若
し
く

は
有
害
植
物
又
は
土
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
の
消
毒
若
し
く
は
廃
棄
を
命
じ
、又
は
自
ら
こ
れ
ら
を
消
毒
し
、

若
し
く
は
廃
棄
し
た
場
合
に
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
五
条
の
十

法
第
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
植
物
防
疫
官
が
植
物
、
有
害
動
物
若
し
く
は
有
害
植
物
又

は
土
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
の
廃
棄
を
命
じ
、
又
は
自
ら
こ
れ
を
廃
棄
し
た
場
合
に
は
、
第
二
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
章

指
定
有
害
動
植
物
の
防
除

第
六
章

指
定
有
害
動
植
物
の
防
除

第
一
節

総
合
防
除

第
一
節

指
定
有
害
動
植
物

（
指
定
有
害
動
植
物
）

（
指
定
有
害
動
植
物
）

第
四
十
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
は
、
別
表
十
の
と

お
り
と
す
る
。

第
四
十
条

法
第
二
十
二
条
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
害
動
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
削
る
。）

一

い
ち
ご
、
か
き
、
き
く
、
き
ゆ
う
り
、
た
ま
ね
ぎ
、
な
す
及
び
ね
ぎ
の
ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

（
削
る
。）

二

い
ち
ご
、
か
ん
き
つ
、
き
く
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゆ
う
り
、
す
い
か
、
だ
い
こ
ん
、
大
豆
、
ト
マ
ト
、な
し
、

な
す
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
よ
、
ピ
ー
マ
ン
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
及
び
レ
タ
ス
の
ア
ブ
ラ
ム
シ
類

（
削
る
。）

三

い
ね
の
イ
ネ
ミ
ズ
ゾ
ウ
ム
シ

（
削
る
。）

四

オ
オ
タ
バ
コ
ガ

（
削
る
。）

五

か
き
の
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類

（
削
る
。）

六

か
き
の
カ
キ
ノ
ヘ
タ
ム
シ
ガ

（
削
る
。）

七

果
樹
カ
メ
ム
シ
類

（
削
る
。）

八

さ
と
う
き
び
の
カ
ン
シ
ャ
コ
バ
ネ
ナ
ガ
カ
メ
ム
シ

（
削
る
。）

九

大
豆
の
吸
実
性
カ
メ
ム
シ
類

（
削
る
。）

十

コ
ナ
ガ

（
削
る
。）

十
一

き
ゆ
う
り
及
び
ト
マ
ト
の
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
類

（
削
る
。）

十
二

い
ね
の
コ
ブ
ノ
メ
イ
ガ

（
削
る
。）

十
三

シ
ロ
イ
チ
モ
ジ
ヨ
ト
ウ

（
削
る
。）

十
四

な
し
、
も
も
及
び
り
ん
ご
の
シ
ン
ク
イ
ム
シ
類

（
削
る
。）

十
五

い
ね
の
セ
ジ
ロ
ウ
ン
カ

（
削
る
。）

十
六

茶
の
チ
ャ
ノ
ホ
ソ
ガ

（
削
る
。）

十
七

い
ね
の
ツ
マ
グ
ロ
ヨ
コ
バ
イ

（
削
る
。）

十
八

い
ね
の
ト
ビ
イ
ロ
ウ
ン
カ

（
削
る
。）

十
九

い
ね
の
ニ
カ
メ
イ
ガ

（
削
る
。）

二
十

ハ
ス
モ
ン
ヨ
ト
ウ

（
削
る
。）

二
十
一

い
ち
ご
、
お
う
と
う
、
か
ん
き
つ
、
茶
、
な
し
、
な
す
、
も
も
及
び
り
ん
ご
の
ハ
ダ
ニ
類

（
削
る
。）

二
十
二

か
き
、
茶
、
な
し
及
び
り
ん
ご
の
ハ
マ
キ
ム
シ
類

（
削
る
。）

二
十
三

斑
点
米
カ
メ
ム
シ
類
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（
削
る
。）

二
十
四

い
ね
の
ヒ
メ
ト
ビ
ウ
ン
カ

（
削
る
。）

二
十
五

い
ね
の
フ
タ
オ
ビ
コ
ヤ
ガ

（
削
る
。）

二
十
六

さ
と
う
き
び
の
メ
イ
チ
ュ
ウ
類

（
削
る
。）

二
十
七

ヨ
ト
ウ
ガ

（
削
る
。）

２

法
第
二
十
二
条
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
害
植
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

む
ぎ
の
赤
か
び
病
菌

二

い
ね
の
稲
こ
う
じ
病
菌

三

い
ね
の
い
も
ち
病
菌

四

い
ち
ご
の
う
ど
ん
こ
病
菌

五

き
ゆ
う
り
の
う
ど
ん
こ
病
菌

六

な
す
の
う
ど
ん
こ
病
菌

七

ピ
ー
マ
ン
の
う
ど
ん
こ
病
菌

八

む
ぎ
の
う
ど
ん
こ
病
菌

九

ト
マ
ト
及
び
ば
れ
い
し
よ
の
疫
病
菌

十

ぶ
ど
う
の
晩
腐
病
菌

十
一

か
ん
き
つ
の
か
い
よ
う
病
菌

十
二

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
の
か
い
よ
う
病
菌

十
三

き
ゆ
う
り
の
褐
斑
病
菌

十
四

て
ん
菜
の
褐
斑
病
菌

十
五

キ
ャ
ベ
ツ
及
び
レ
タ
ス
の
菌
核
病
菌

十
六

キ
ャ
ベ
ツ
の
黒
腐
病
菌

十
七

な
し
の
黒
星
病
菌

十
八

り
ん
ご
の
黒
星
病
菌

十
九

か
ん
き
つ
の
黒
点
病
菌

二
十

な
し
の
黒
斑
病
菌

二
十
一

ね
ぎ
の
黒
斑
病
菌

二
十
二

ね
ぎ
の
さ
び
病
菌

二
十
三

い
ね
の
縞
葉
枯
病
ウ
イ
ル
ス

二
十
四

た
ま
ね
ぎ
の
白
色
疫
病
菌

二
十
五

き
く
の
白
さ
び
病
菌

二
十
六

て
ん
菜
の
西
部
萎
黄
病
ウ
イ
ル
ス

二
十
七

も
も
の
せ
ん
孔
細
菌
病
菌

二
十
八

か
ん
き
つ
の
そ
う
か
病
菌

二
十
九

い
ち
ご
の
炭
疽
病
菌

三
十

か
き
の
炭
疽
病
菌

三
十
一

茶
の
炭
疽
病
菌

三
十
二

い
ち
ご
、
き
ゆ
う
り
、
ト
マ
ト
、
な
す
、
ぶ
ど
う
及
び
レ
タ
ス
の
灰
色
か
び
病
菌

三
十
三

お
う
と
う
の
灰
星
病
菌

三
十
四

い
ね
の
ば
か
苗
病
菌

三
十
五

ト
マ
ト
の
葉
か
び
病
菌
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三
十
六

り
ん
ご
の
斑
点
落
葉
病
菌

三
十
七

き
ゆ
う
り
の
べ
と
病
菌

三
十
八

た
ま
ね
ぎ
及
び
ね
ぎ
の
べ
と
病
菌

三
十
九

ぶ
ど
う
の
べ
と
病
菌

四
十

い
ね
の
も
み
枯
細
菌
病
菌

四
十
一

い
ね
の
紋
枯
病
菌

（
総
合
防
除
計
画
の
報
告
）

第
四
十
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
、
又
は
変
更
し
た
総
合
防
除
計
画
に
即
し
て
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
を
実

施
す
る
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
勧
告
の
方
法
）

第
四
十
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
の
農
業
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

一

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
旨

二

改
善
す
べ
き
事
項
の
内
容

三

前
号
の
内
容
ご
と
の
具
体
的
な
改
善
方
法

四

改
善
す
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
第
四
号
の
期
限
は
、
対
象
と
す
る
指
定
有
害
動
植
物
の
発
生
の
状
況
そ
の
他
事
情
を
勘
案
し
て
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
命
令
の
方
法
）

第
四
十
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
の
農
業
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
う
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

一

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
旨

二

勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
事
実

三

と
る
べ
き
措
置
の
内
容

四

措
置
を
と
る
べ
き
期
限

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
の
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
譲
与
の
相
手
方
）

（
譲
与
の
相
手
方
）

第
四
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
防
除
に
必
要
な
薬
剤
（
以
下
「
防
除
用

薬
剤
」
と
い
う
。）を
譲
与
す
る
相
手
方
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
異
常
発
生
時
に
お
い
て
、
自
ら
防
除
を

行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

第
四
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
防
除
に
必
要
な
薬
剤
（
以
下
「
防
除
用

薬
剤
」
と
い
う
。）を
譲
与
す
る
相
手
方
は
、
指
定
有
害
動
植
物
が
風
水
害
等
の
災
害
に
よ
り
異
常
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
防
除
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

（
申
請
）

（
申
請
）

第
四
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
除
用
器
具
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の

住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
借
受
申
請
書
（
第
三
十
一
号
様
式
）
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
除
用
器
具
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
借
受
申
請

書
（
第
三
十
一
号
様
式
）
を
植
物
防
疫
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
期
間
の
延
長
申
請
）

（
貸
付
期
間
の
延
長
申
請
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
は
、
貸
付
期
間
満
了
の
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を

経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
貸
付
期
間
延
長
申
請
書
（
第
三
十
四
号
様
式
）
を
提
出
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
貸
付
期
間
満
了
の
日
の
五
日
前
ま
で
に
貸
付
期
間
延
長
申
請
書
（
第
三
十
四
号
様
式
）
を

植
物
防
疫
所
長
に
提
出
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
農
家
数
等
）

（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
農
家
数
等
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
。）

３

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
市
町
村
数
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
年
の
二
月
一
日
現
在
に
お

け
る
市
町
村
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
一
（
第
五
条
の
二
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
一
の
二
（
第
五
条
の
二
関
係
）

別
表
一
の
二
（
第
五
条
の
四
関
係
）

地

域

植
物
又
は
指
定
物
品

基

準

地

域

植

物

検
疫
有
害
動
植
物

一

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

A
leurocan

thus
w
og‑

lum
i

（
ミ
カ
ン
ク
ロ

ト
ゲ
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
）
に

侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

一

（
略
）

（
略
）

A
leurocan

thus
w
og‑

lum
i

（
ミ
カ
ン
ク
ロ

ト
ゲ
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
）

二

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

T
uta
absoluta

（
ト
マ

ト
キ
バ
ガ
）
に
侵
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。

二

（
略
）

（
略
）

T
uta
absoluta

（
ト
マ

ト
キ
バ
ガ
）

三

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

M
eloidogyn

e
chit‑

w
oodi

（
コ
ロ
ン
ビ
ア

ネ
コ
ブ
セ
ン
チ
ュ
ウ
）

に
侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

三

（
略
）

（
略
）

M
eloidogyn

e
chit‑

w
oodi

（
コ
ロ
ン
ビ
ア

ネ
コ
ブ
セ
ン
チ
ュ
ウ
）

四

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

H
eterodera

schachtii

（
テ
ン
サ
イ
シ
ス
ト
セ

ン
チ
ュ
ウ
）
に
侵
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。

四

（
略
）

（
略
）

H
eterodera

schachtii

（
テ
ン
サ
イ
シ
ス
ト
セ

ン
チ
ュ
ウ
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



五

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

M
eloidogyn

e
fallax

（
ニ
セ
コ
ロ
ン
ビ
ア
ネ

コ
ブ
セ
ン
チ
ュ
ウ
）
に

侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

五

（
略
）

（
略
）

M
eloidogyn

e
fallax

（
ニ
セ
コ
ロ
ン
ビ
ア
ネ

コ
ブ
セ
ン
チ
ュ
ウ
）

六

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

N
acobbus

aberran
s

（
ニ
セ
ネ
コ
ブ
セ
ン

チ
ュ
ウ
）
に
侵
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
。

六

（
略
）

（
略
）

N
acobbus

aberran
s

（
ニ
セ
ネ
コ
ブ
セ
ン

チ
ュ
ウ
）

七

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

R
adopholus

sim
ilis

（
バ
ナ
ナ
ネ
モ
グ
リ
セ

ン
チ
ュ
ウ
）
に
侵
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。

七

（
略
）

（
略
）

R
adopholus

sim
ilis

（
バ
ナ
ナ
ネ
モ
グ
リ
セ

ン
チ
ュ
ウ
）

八

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

M
eloidogyn

e
en
tero‑

lobii

に
侵
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。

八

（
略
）

（
略
）

M
eloidogyn

e
en
tero‑

lobii

九

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

X
iphin

em
a

in
dex

（
ブ
ド
ウ
オ
オ
ハ
リ
セ

ン
チ
ュ
ウ
）
に
侵
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。

九

（
略
）

（
略
）

X
iphin

em
a

in
dex

（
ブ
ド
ウ
オ
オ
ハ
リ
セ

ン
チ
ュ
ウ
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



十

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

F
usarium

oxyspo‑

rum
f.sp
.pisi

（
エ
ン

ド
ウ
萎
ち
よ
う
病
菌
）

に
侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

十

（
略
）

（
略
）

F
usarium

oxyspo‑

rum
f.sp
.pisi

（
エ
ン

ド
ウ
萎
ち
よ
う
病
菌
）

十
一

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

P
hytophthora

kern
o‑

viae

に
侵
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。

十
一

（
略
）

（
略
）

P
hytophthora

kern
o‑

viae

十
二

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

P
hytophthora

ram
o‑

rum

に
侵
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。

十
二

（
略
）

（
略
）

P
hytophthora

ram
o‑

rum

十
三

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

A
piosporin

a
m
orbo‑

sa

に
侵
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

十
三

（
略
）

（
略
）

A
piosporin

a
m
orbo‑

sa

十
四

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

B
retziella

fagacea‑

rum

（
ナ
ラ
類
し
お
れ

病
菌
）
に
侵
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
。

十
四

（
略
）

（
略
）

B
retziella

fagacea‑

rum

（
ナ
ラ
類
し
お
れ

病
菌
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



十
五

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

D
euterophom

a
trac‑

heiphila

に
侵
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
。

十
五

（
略
）

（
略
）

D
euterophom

a
trac‑

heiphila

十
六

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

E
utypa

lata

に
侵
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。

十
六

（
略
）

（
略
）

E
utypa

lata

十
七

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

G
uign
ardia

citricar‑

pa

に
侵
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

十
七

（
略
）

（
略
）

G
uign
ardia

citricar‑

pa

十
八

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

S
phaeropsis

tum
efa‑

cien
s

（
カ
ン
キ
ツ
類

て
ん
ぐ
巣
病
菌
）
に
侵

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

十
八

（
略
）

（
略
）

S
phaeropsis

tum
efa‑

cien
s

（
カ
ン
キ
ツ
類

て
ん
ぐ
巣
病
菌
）

十
九

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

C
urtobacterium

flac‑

cum
facien

s
p
v
.
flac‑

cum
facien

s

（
イ
ン
ゲ

ン
マ
メ
萎
ち
よ
う
細
菌

病
菌
）
に
侵
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
。

十
九

（
略
）

（
略
）

C
urtobacterium

flac‑

cum
facien

s
p
v
.
flac‑

cum
facien

s

（
イ
ン
ゲ

ン
マ
メ
萎
ち
よ
う
細
菌

病
菌
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



二
十
一

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

C
lavibacter

m
ichiga‑

n
en
sis
su
b
sp
.n
ebras‑

ken
sis

（
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
葉
枯
細
菌
病
菌
）
に

侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

二
十
一

（
略
）

（
略
）

C
lavibacter

m
ichiga‑

n
en
sis
su
b
sp
.
n
eb‑

rasken
sis

（
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
葉
枯
細
菌
病
菌
）

（
略
）

（
略
）

二
十
四

（
略
）

（
略
）

輸
出
国
の
政
府
機
関
に

よ
り
そ
の
栽
培
地
で
行

わ
れ
た
検
査
の
結
果

P
lum

pox
virus

（
ウ

メ
輪
紋
ウ
イ
ル
ス
）
に

侵
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

二
十
四

（
略
）

（
略
）

P
lum

pox
virus

（
ウ

メ
輪
紋
ウ
イ
ル
ス
）

二
十
五

全
て
の
地
域

第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
指
定
物
品
（
中
古
の
も
の
に
限

る
。）

清
掃
が
行
わ
れ
、
輸
出

国
の
政
府
機
関
に
よ
り

行
わ
れ
た
検
査
の
結
果

土
又
は
植
物
残
さ
が
な

い
こ
と
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

別
表
三
（
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
四
関
係
）

別
表
三
（
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
四
関
係
）

地

域

植
物
又
は
指
定
物
品

備
考
（
ま
ん
延
防
止
を

必
要
と
す
る
有
害
動
物

又
は
有
害
植
物
）

地

域

植

物

備
考
（
ま
ん
延
防
止
を

必
要
と
す
る
有
害
動
物

又
は
有
害
植
物
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
四
（
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
五
関
係
）

別
表
四
（
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
五
関
係
）

地

域

植
物
又
は
指
定
物
品

備
考
（
ま
ん
延
防
止
を

必
要
と
す
る
有
害
動
物

又
は
有
害
植
物
）

地

域

植

物

備
考
（
ま
ん
延
防
止
を

必
要
と
す
る
有
害
動
物

又
は
有
害
植
物
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
表
五
（
第
三
十
五
条
の
六
関
係
）

別
表
五
（
第
三
十
五
条
の
六
関
係
）

植
物
又
は
指
定

物
品

消

毒

の

基

準

備
考

植
物

消

毒

の

基

準

備
考

方
法

使
用
薬
剤
及
び

薬
量

消
毒
基
準
温
度

消
毒
時
間

方
法

使
用
薬
剤
及
び

薬
量

消
毒
基
準
温
度

消
毒
時
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
十
（
第
四
十
条
関
係
）

（
新
設
）

寄
主
植
物
又
は
宿
主
植
物

有
害
動
物
又
は
有
害
植
物

第
一

有
害
動
物

一

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

二

い
ち
ご

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
類
及
び
ハ
ダ
ニ
類

三

い
ね

イ
ネ
ド
ロ
オ
イ
ム
シ
、
イ
ネ
ミ
ズ
ゾ
ウ
ム
シ
、
コ
ブ
ノ
メ
イ
ガ
、
ス

ク
ミ
リ
ン
ゴ
ガ
イ
、
セ
ジ
ロ
ウ
ン
カ
、
ツ
マ
グ
ロ
ヨ
コ
バ
イ
、
ト
ビ

イ
ロ
ウ
ン
カ
、
ニ
カ
メ
イ
ガ
、
斑
点
米
カ
メ
ム
シ
類
、
ヒ
メ
ト
ビ
ウ

ン
カ
及
び
フ
タ
オ
ビ
コ
ヤ
ガ

四

お
う
と
う

ハ
ダ
ニ
類

五

か
き

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類
、
カ
キ
ノ
ヘ
タ
ム
シ
ガ
及
び
ハ

マ
キ
ム
シ
類

六

か
ん
き
つ

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
ハ
ダ
ニ
類
、
ミ
カ
ン
サ
ビ
ダ
ニ

及
び
ミ
カ
ン
バ
エ

七

き
く

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
及
び
ハ
ダ
ニ
類

八

キ
ャ
ベ
ツ

ア
ブ
ラ
ム
シ
類
及
び
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ

九

き
ゆ
う
り

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
類
及
び
ハ
ダ
ニ
類

十

さ
つ
ま
い
も

ナ
カ
ジ
ロ
シ
タ
バ

十
一

さ
と
い
も

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

十
二

さ
と
う
き
び

カ
ン
シ
ャ
コ
バ
ネ
ナ
ガ
カ
メ
ム
シ
及
び
メ
イ
チ
ュ
ウ
類

十
三

す
い
か

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

十
四

だ
い
こ
ん

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

十
五

だ
い
ず

ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
吸
実
性
カ
メ
ム
シ
類
、
フ
タ
ス
ジ
ヒ
メ
ハ
ム
シ
及

び
マ
メ
シ
ン
ク
イ
ガ

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



十
六

た
ま
ね
ぎ

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

十
七

ち
や

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類
、チ
ャ
ト
ゲ
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
、チ
ャ

ノ
ホ
ソ
ガ
、
チ
ャ
ノ
ミ
ド
リ
ヒ
メ
ヨ
コ
バ
イ
、
ハ
ダ
ニ
類
及
び
ハ
マ

キ
ム
シ
類

十
八

ト
マ
ト

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
及
び
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
類

十
九

な
が
い
も

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

二
十

な
し

ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類
、
シ
ン
ク
イ
ム
シ
類
、
ニ
セ
ナ

シ
サ
ビ
ダ
ニ
、
ハ
ダ
ニ
類
及
び
ハ
マ
キ
ム
シ
類

二
十
一

な
す

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
及
び
ハ
ダ
ニ
類

二
十
二

ね
ぎ

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
類
、
ネ
ギ
コ
ガ
及
び
ネ
ギ
ハ
モ
グ
リ

バ
エ

二
十
三

は
く
さ
い

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

二
十
四

は
す

ハ
ス
ク
ビ
レ
ア
ブ
ラ
ム
シ

二
十
五

ば
れ
い
し
よ

ア
ブ
ラ
ム
シ
類
及
び
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

二
十
六

ピ
ー
マ
ン

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

二
十
七

ぶ
ど
う

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

二
十
八

ほ
う
れ
ん
そ
う

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

二
十
九

も
も

シ
ン
ク
イ
ム
シ
類
及
び
ハ
ダ
ニ
類

三
十

り
ん
ご

シ
ン
ク
イ
ム
シ
類
、
ハ
ダ
ニ
類
及
び
ハ
マ
キ
ム
シ
類

三
十
一

レ
タ
ス

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

三
十
二

な
す
科
植
物

ナ
ス
ミ
バ
エ

三
十
三

ば
ら
科
植
物

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ

三
十
四

対
象
植
物
を
定
め
な
い

も
の

オ
オ
タ
バ
コ
ガ
、
果
樹
カ
メ
ム
シ
類
、
コ
ナ
ガ
、
シ
ロ
イ
チ
モ
ジ
ヨ

ト
ウ
、
ハ
ス
モ
ン
ヨ
ト
ウ
及
び
ヨ
ト
ウ
ガ

第
二

有
害
植
物

一

い
ち
ご

う
ど
ん
こ
病
菌
、
炭
疽
病
菌
及
び
灰
色
か
び
病
菌

二

い
ね

稲
こ
う
じ
病
菌
、
い
も
ち
病
菌
、
ご
ま
葉
枯
病
菌
、
縞
葉
枯
病
ウ
イ

ル
ス
、
白
葉
枯
病
菌
、
苗
立
枯
病
菌
、
ば
か
苗
病
菌
、
も
み
枯
細
菌

病
菌
及
び
紋
枯
病
菌

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



三

う
め

か
い
よ
う
病
菌
及
び
黒
星
病
菌

四

え
ん
ど
う

萎
ち
よ
う
病
菌

五

お
う
と
う

灰
星
病
菌

六

か
き

炭
疽
病
菌

七

か
ん
き
つ

か
い
よ
う
病
菌
、
黒
点
病
菌
及
び
そ
う
か
病
菌

八

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

か
い
よ
う
病
菌

九

き
く

白
さ
び
病
菌

十

キ
ャ
ベ
ツ

菌
核
病
菌
及
び
黒
腐
病
菌

十
一

き
ゆ
う
り

う
ど
ん
こ
病
菌
、
褐
斑
病
菌
、
炭
疽
病
菌
、
灰
色
か
び
病
菌
、
斑
点

細
菌
病
菌
及
び
べ
と
病
菌

十
二

さ
つ
ま
い
も

基
腐
病
菌

十
三

だ
い
ず

紫
斑
病
菌

十
四

た
ま
ね
ぎ

白
色
疫
病
菌
及
び
べ
と
病
菌

十
五

ち
や

炭
疽
病
菌

十
六

て
ん
さ
い

褐
斑
病
菌
及
び
西
部
萎
黄
病
ウ
イ
ル
ス

十
七

ト
マ
ト

う
ど
ん
こ
病
菌
、
疫
病
菌
、
黄
化
葉
巻
病
ウ
イ
ル
ス
、
す
す
か
び
病

菌
、
灰
色
か
び
病
菌
及
び
葉
か
び
病
菌

十
八

な
し

赤
星
病
菌
、
黒
星
病
菌
及
び
黒
斑
病
菌

十
九

な
す

う
ど
ん
こ
病
菌
、
す
す
か
び
病
菌
及
び
灰
色
か
び
病
菌

二
十

に
ん
じ
ん

黒
葉
枯
病
菌

二
十
一

ね
ぎ

黒
斑
病
菌
、
さ
び
病
菌
及
び
べ
と
病
菌

二
十
二

ば
れ
い
し
よ

疫
病
菌

二
十
三

ピ
ー
マ
ン

う
ど
ん
こ
病
菌

二
十
四

ぶ
ど
う

晩
腐
病
菌
、
灰
色
か
び
病
菌
及
び
べ
と
病
菌

二
十
五

む
ぎ

赤
か
び
病
菌
、
う
ど
ん
こ
病
菌
及
び
さ
び
病
菌
類

二
十
六

も
も

せ
ん
孔
細
菌
病
菌

二
十
七

り
ん
ご

黒
星
病
菌
及
び
斑
点
落
葉
病
菌

二
十
八

レ
タ
ス

菌
核
病
菌
及
び
灰
色
か
び
病
菌

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
一
号
様
式
中
（
イ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
第
四
号
様
式
中
「
入
港
月
日
」
を
「
入
港
年
月
日
」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「
糎
」
を
「
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、「
植
物
検
査
」
を
「
植
物
等
検
査
」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「
糎
」
を
「
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、「
植
物
輸
入
」
を
「
植
物
等
輸
入
」
に
改
め
、「
但
書
」
を
「
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「
植
物
を
」
を
「
植
物
等
を
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「
令
和
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
二
様
式
中
「
移
動
の
条
件
」
を
削
り
、
別
記
第
二
十
二
号
の
三
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
二
十
二
号
の
四
様
式
中
「
予
定
月
日
」
を
「
予
定
年
月
日
」
に
改
め
、「
植
物
の
」を「
植
物
等
」に
改
め
、「㎏

」

を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
五
様
式
中
「
植
物
の
」
を
「
植
物
等
の
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
九
様
式
中
「
予
定
月
日
」
を
「
予
定
年
月
日
」
に
改
め
、「
植
物
の
」
を
「
植
物
等
の
」に
改
め
、

「㎏

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
十
様
式
中
「
つ
い
て
」
を
「
つ
い
て
、」に
改
め
、「
植
物
の
種
類
」
を
「
植
物
等
の
種
類
、」に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
の
十
一
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
第
二
十
二
号
の
十
五
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
か
ら
第
三
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


